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不登校の現状と取組みについて 

 

１ 不登校について 

① 不登校の定義 

「不登校児童生徒」とは「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景に

より、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間 30 日以上欠席した

者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」（文部科学省よる） 

 

② 佐賀市の現状 

平成３０年度の小学校 ７９名（０．６３％）、中学校 ２３９名（４．４２％） 

平成２９年度の小学校 ６６人（０．５３％）、中学校 ２２３人（４．０２％） 

平成２８年度の小学校 ５７名（０．４６％）、中学校 ２０９名（３．６８％） 

 

２ 佐賀市の不登校児童生徒への対策事業、取り組みについて 

① 不登校対策事業 

不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を促すため、学校、家庭、適応指導教室「くす

の実」との連携を図るとともに、不登校児童生徒の家庭に「サポート相談員」を派遣する

ことにより、学校への復帰を勧めている。 

・適応指導教室「くすの実」 

適応指導教室の運営、児童生徒の指導 

・サポート相談員 

不登校児童生徒への対応 主に家庭訪問 

 

② スクールカウンセラー活用事業 

市内全小中学校に臨床心理士等からなるスクールカウンセラーを配置し、児童生徒や保

護者の相談に対応している。また、校内研修の機会等を通して、講話・演習を依頼し、教

師のカウンセリング能力の向上に努めている。 

・スクールカウンセラー（県補助） 

全小中学校配置、カウンセリング、職員への研修等 
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③ 不登校児童生徒支援事業 

不登校及び不登校傾向の児童生徒に対し、学習支援員による別室での学習・生活支援や、

自宅でのＩＣＴ学習支援を行い、児童生徒の学校への復帰を目指している。 

・学習支援員（ＳＳＦ委託） 

小学校１３校、中学校１２校配置、各学校の別室での児童生徒への対応、支援 

・ＩＣＴ支援（ＳＳＦ委託） 

不登校児童生徒への家庭においてパソコンを使った学習支援 週１回１時間程度 

 

④ 不登校対策会議（月１回） 

指導主事、くすの実、サポート相談員、ＳＳＷ、学習支援員による情報共有、共通理解、

ケース会議、連絡等を行っている。 

 

⑤ ７時の集い（年６回、１９時～２１時） 

不登校の児童生徒の保護者、学校関係者による集まり 

１時間程度の講話（相談員、不登校経験者やその保護者、スクールカウンセラー等）と、

４グループ程度に分かれて保護者の話を傾聴する。 

 

⑥ グループローラーシート（月１回） 

学校、市教委での情報共有、共通理解 

欠席理由が定かではない、連続または断続的に欠席をしている児童生徒の欠席日数等を

報告させている。各学校においては、複数の教師により児童生徒の月ごとの欠席日数、学

校での変化、支援の状況、家庭状況の変化を共通理解し支援に生かしている。 

 

⑦ 県や他機関との連携  

・学校復帰サポート支援事業（県、ＳＳＦ委託） 

・児童相談所、子ども家庭課との連携（県、市） 

・スクールソーシャルワーカー（県） 

児童生徒への対応、家庭訪問、関係機関との連携、職員への研修 

 

３ 課題 

① 不登校児童、生徒の増加による、対応件数の増加、学校や相談員等の負担増。 

② 校内や、他機関との連携における共通理解、共通実践の徹底。 


